
　

都
城
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
住

民
の
生
命
と
安
心
を
守
る
た
め
、
夜
間
急

病
医
療
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

充
実
し
た
応
急
医
療
体
制

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
大
学
病
院
か
ら
の
派

遣
医
師
や
医
師
会
会
員
、
病
院
の
勤
務
医
、

薬
剤
師
会
会
員
な
ど
に
よ
る
当
番
制
で
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
の
診
療
時

間
外
に
、
急
に
具
合
が
悪
く
な
っ
た
場
合

な
ど
、
い
つ
で
も
安
心

し
て
急
病
医
療
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
年
中
無

休
の
医
療
体
制
を
整
え

て
い
ま
す
。

◉
診
療
科　
内
科
、
外
科
、
小
児
科

◉
診
療
時
間　
19
時
～
翌
朝
７
時

◉
場
所　
都
城
市
郡
医
師
会
病
院
内

（
太
郎
坊
町
１
３
４
６

−
１
）

☎
36

−

８
８
９
０

救
急
医
療
体
制
を
守
る
た
め
に

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
急
病
の
た
め
の
応
急

処
置
を
す
る
病
院
で
、
夜
間
診
療
所
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
医
が
診
療
す
る
体
制

で
は
な
い
た
め
、
急
病
で
な
い
場
合
は
、

後
日
昼
間
の
時
間
帯
に
か
か
り
つ
け
医
、

ま
た
は
専
門
医
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

救
急
医
療
体
制
の
維
持
の
た
め
、
適
正

利
用
に
協
力
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
に
協
力
く
だ
さ
い

　

現
在
、
同
セ
ン
タ
ー
で
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
受
け
、
地
域
住
民

の
安
全
確
保
と
院
内
へ
の
感
染
を
防
止
す

る
た
め
、
利
用
の
際
に
次
の
点
に
つ
い
て

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

•
問
診
と
検
温
の
実
施

•�

感
染
流
行
地
域
へ
の
移
動
歴
な
ど
の
聞

き
取
り

•�

マ
ス
ク
の
着
用
お
よ
び
入
室
時
の
手
指

消
毒
の
徹
底

•�

発
熱
症
状
な
ど
が
あ
る
人
は
、
臨
時
施

設
な
ど
で
の
診
療

•�

付
き
添
い
の
人
の
入
室
制
限

※�

症
状
や
状
況
に

よ
っ
て
は
こ
の

限
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん

救
急
車
の
適
正
利
用
に

協
力
く
だ
さ
い

　

令
和
２
年
中
の
市
消
防
局
管
内
の
救
急

出
動
件
数
は
、
１
日
平
均
約
20
件
。

　

救
急
車
や
救
急
隊
員
の
数
に
は
限
り
が

あ
る
た
め
、
出
動
件
数
が
増
え
る
と
、
救

急
隊
の
現
場
到
着
時
間
が
遅
く
な
り
、
人

命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。

　

症
状
が
軽
く
自
分
で
病
院
に
行
け
る
場

合
は
、
自
家
用
車
や
タ
ク
シ
ー
、
消
防
局

認
定
の
患
者
等
搬
送
事
業
者
な
ど
を
利
用

し
ま
し
ょ
う
。

◉
誤
っ
た
１
１
９
番
通
報
の
例

•
病
院
で
長
く
待
つ
の
が
面
倒
だ

•
交
通
手
段
が
な
い

•
今
日
が
入
院
予
定
日
だ

•
自
分
で
病
院
を
探
す
の
が
面
倒
だ

【
消
防
局
認
定
の
患
者
等
搬
送
事
業
者
】

　

患
者
等
搬
送
事
業
者
と
は
、
緊
急
性
の

な
い
患
者
を
医
療
機
関
や
社
会
福
祉
施
設

な
ど
へ
有
料
で
送
迎
し
て
い
る
民
間
の
事

業
者
で
す
。
応
急
手
当
や
搬
送
法
の
講
習

を
修
了
し
た
乗
務
員
が
乗
車
し
、
応
急
手

当
に
必
要
な
器
材
な
ど
も
備
え
て
い
ま
す
。

※
要
予
約

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
ま
す
や
ま

　

☎
０
９
０

−

２
８
５
８

−

４
７
８
６

　
介
護
福
祉
タ
ク
シ
ー
夢
野

　

☎
80

−

６
３
７
６

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
は
ま
ゆ
う

　

☎
０
９
０

−

８
８
３
０

−

８
１
５
２

　
坂
元
福
祉
タ
ク
シ
ー

　

☎
０
９
０

−

８
３
９
０

−

７
３
５
３

応
急
手
当
講
習

　

救
急
時
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人

に
よ
る
速
や
か
な
応
急
手
当
が
人
命
を
左

右
し
ま
す
。

　

消
防
局
で
は
、
応
急
手
当
が
学
べ
る
講

習
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

安
心
の
夜
間
急
病
医
療
を
提
供
！

安
心
の
夜
間
急
病
医
療
を
提
供
！

都
城
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
を
利
用
く
だ
さ
い

都
城
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
を
利
用
く
だ
さ
い

◎
問
い
合
わ
せ　
健
康
課　
☎

◎
問
い
合
わ
せ　
健
康
課　
☎
2323

−−

２
７
６
５

２
７
６
５

救
急
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
よ
う
！

救
急
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
よ
う
！

　

９
月
９
日
㈭
は「
救
急
の
日
」で
す
。
命
を
救
う
に
は
、
一
人
一
人
の
協
力
が

　

９
月
９
日
㈭
は「
救
急
の
日
」で
す
。
命
を
救
う
に
は
、
一
人
一
人
の
協
力
が

必
要
不
可
欠
で
す
。
こ
の
機
会
に
救
急
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

必
要
不
可
欠
で
す
。
こ
の
機
会
に
救
急
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ　
消
防
局
警
防
救
急
課　
☎

◎
問
い
合
わ
せ　
消
防
局
警
防
救
急
課　
☎
2222

−−

８
８
８
３

８
８
８
３

救急車は救急車は
　タクシーでは　タクシーでは
　　ありません　　ありません
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